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平成１９年７月５日に混入を確認したアメリカ産うるち精米の異物

について

平成１９年７月５日にアメリカ産うるち精米に混入を確認した「カビ状の異

物 （７月６日公表）について、分析・同定を行った結果、アフラトキシンは」

検出しなかったが、シトリニンを産生する可能性のあるカビ（ペニシリウム・

ミクチンスキー）を同定したため、検査を実施した。

同一本船における同一ロットの米穀（１１,９３４トン）の移動を凍結してき

たが、当該米穀についてカビの発生の有無を検査したところ、カビの菌体は認

められなかった。

このため、当該米穀については、８月２０日付けをもって移動の凍結を解除

した。

なお、当該米穀の使用に当たっては、今後ともカビの混入の有無について確

認し、異常のないもののみを使用することとしている。

また、７月５日に異物の混入を確認した１袋（３０ｋｇ樹脂袋入り）につい

ては、事故品として扱い、非食用向けに使用することとしている。
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